
「伏見工業高等学校跡地及び元南部配水管理課用地の活用に係る優先交渉事業者の公募」 

に係る質問に対する回答（令和５年６月２３日締切分） 

 

○ 本市有地不動産の概要に関すること 

NO. 質問内容 回答 

1 ・ 登録免許税の費用はどの程度となるのでし

ょうか。 

・ 約 74,300,000 円となる見込みです。 

（土地：約 64,200,000 円、建物：約 10,100,000 円） 

2 ・ 本事業は、解体工事、開発工事、土壌汚染対

策工事、新築工事と長期に亘る事業となり、所

有権移転から竣工まで 3 年～４年の事業にな

ります。特例適用住宅の用に供する土地の取得

に対する不動産取得税の徴収猶予は適用され

る認識でよいでしょうか。 

・ 不動産取得税については、京都府の所管部署に確認いた

だきますようお願いします。 

 

（所管部署） 

京都府京都南府税事務所（℡：075-692-1393） 

○ 活用計画に関すること 

NO. 質問内容 回答 

3 ・ 計画建物の戸数について、マンション 300 戸

程度、戸建て 100 戸程度とありますが、戸数の

基準についてはどこまで許容されるのでしょ

うか。 

例）マンション 400 戸、戸建て 150 戸等も

可能か。マンション：300±100 戸、戸建て±50

戸等。マンション・戸建て合計 400 戸程度等。 

・ 京都市脱炭素先行地域計画に基づき活用計画で提案いた

だく戸数については、次世代 ZEH＋の性能を有した戸建住

宅 100 戸程度、ZEH-M Oriented 以上の性能を有した集合

住宅 300 戸程度の合計 400 戸程度としています。 

いずれの場合でも戸数を下回る場合は、その戸数が、一

般的に見て、戸建住宅であれば概ね 100 戸、集合住宅であ

れば概ね 300 戸、合計で概ね 400 戸と言える戸数にして

下さい。 

なお、戸数を上回る場合は、特段の制限等はありません。 

脱炭素仕様の住宅街区の創出、住民の暮らしの質の向

上、若者子育て世代の定住促進など、京都市脱炭素先行地

域計画及び募集要項の趣旨を踏まえ、適切な活用計画を検

討し提案してください。 

４ ・ 提案建築物について、戸建住宅 100 戸程度、

集合住宅 300 戸程度と記載ありますが、最小・

最大の幅をご教授ください。 

また、敷地面積的には記載戸数よりも住宅

を多く作ることが可能ですが、記載戸数程度

に抑えなければいけないのでしょうか。 

・ NO.3 の回答をご確認ください。 

5 ⑴ 次世代 ZEH+の性能を有した戸建て 100 戸

程度、ZEH-M Oriented 以上の性能を有した集

合住宅 300 戸程度及び ZEB Ready 以上の性能

を有した業務用建物の整備が条件となってお

りますが、集合住宅は、分譲マンション 300 戸

程度という理解でよろしいでしょうか？ 

⑵ 仮に分譲マンションが 300 戸以下を提案す

ると、条件を満たしていない、評価すべき点が

ないと判断される可能性、もしくは評価を著し

く下げることになるのでしょうか？ 

⑴ 集合住宅については、分譲・賃貸の区別なく、一定規模

の脱炭素街区を創出する観点から、ZEH-M Oriented 以上

の性能を有した集合住宅 300 戸程度としております。 

⑵ 集合住宅の戸数が 300 戸を下回る場合、その戸数が、一

般的に見て概ね 300 戸と言える戸数であれば、条件を満た

していない、評価すべき点がないと判断される可能性、も

しくは評価を著しく下げることはありません。 

 脱炭素仕様の住宅街区の創出、住民の暮らしの質の向

上、若者子育て世代の定住促進など京都市脱炭素先行地域

計画及び募集要項の趣旨を踏まえ、適切な活用計画を検討

し提案してください。 

6 ・ 本計画で整備するマンションについて、一部

（または全部）を賃貸マンションとしてもよろ

・ 集合住宅について、一部（または全部）を賃貸とするこ

とを制限するものではありませんが、脱炭素仕様の住宅街



しいのでしょうか。 区の創出、住民の暮らしの質の向上、若者子育て世代の定

住促進など京都市脱炭素先行地域計画及び募集要項の趣

旨を踏まえ、適切な活用計画を検討し提案してください。 

7 ・ 住戸は面積制限等ございますでしょうか。 ・ 各住戸の面積制限はありませんが、脱炭素仕様の住宅街

区の創出、住民の暮らしの質の向上、若者子育て世代の定

住促進など、京都市脱炭素先行地域計画及び募集要項の趣

旨を踏まえ、適切な活用計画を検討し提案してください。 

8 ・ 本計画で整備する業務用建物（商業施設）に

ついての用途の制限や面積・規模の制限等はあ

りますでしょうか。 

・ 公法上で定められた規制以外の用途や面積・規模の制限

はありませんが、脱炭素仕様の住宅街区の創出、住民の暮

らしの質の向上、若者子育て世代の定住促進、賑わいの創

出など、京都市脱炭素先行地域計画及び募集要項の趣旨を

踏まえ、適切な活用計画を検討し提案してください。 

9 ・ 街区内のエネルギーマネジメントについて、

マンション、戸建て、商業施設の各建物同士で

の電力融通が必須でしょうか。 

・ 民生部門の電力消費に伴う CO2 排出量実質ゼロを実現

する街区として、建物の屋根を活用して、最大限の太陽光

発電設備を導入するとともに、再生可能エネルギー電力の

自家消費最大化を図るため、蓄電池の導入や蓄電制御等の

エネルギーマネジメントを、建物ごとだけではなく、戸建

て、集合住宅、業務用建物の各建物同士での電力融通など、

街区全体として提案してください。 

10 ・ 再エネ電力の電気代の一部を地域還元する

ようになってございますが、寄付先が街区内の

コミュニティ運営会社等でも問題無いか。本運

営会社は周辺の地域コミュニティも司る位置

づけになるようなものを想定しております。 

・ コミュニティ運営会社等において実施する事業が、街区

の維持管理だけではなく、地域コミュニティの活性化に資

するものであれば問題ないものと考えます。具体的には、

提案内容を踏まえ、判断することとなります。 

11 ⑴ 募集要項でお示しいただいている日程につ

いて、所有権移転は R6 年度以降と記載ありま

すが、R6 年 5 月市会後速やかに本契約という

理解でよろしいでしょうか？ 

⑵ 令和９年度末が事業リミットであり、開発の

難易度を考えると、基本協定締結後、事業者決

定後速やかに測量・ボーリング等の基礎調査に

着手し、議決を待たず開発事前相談を行う必要

があります。貴市として認めていただけますで

しょうか？ 

⑴ 財産処分に係る京都市会の議決と、伏見工業高等学校の

用途廃止の両方を満たした以降、速やかな本契約の締結、

売買代金の支払、所有権の移転を想定しています。 

⑵ 両敷地について、基本協定締結後に、本市と協議を行い、

承認を得た場合については、教育活動や近隣の住環境への

影響を配慮したうえで、調査等を行うことは可能です。 

なお、伏見工業高等学校については、令和３年度、令和

４年度に土壌汚染状況調査におけるボーリング作業等の

実施の実績があります。 

12 ・ 協定締結から引き渡しまでの間にボーリン

グ調査、敷地測量等を実施させていただきたい

のですが可能でしょうか？高校の長期休暇の

間等を想定しています。 

・ NO.11⑵の回答を確認してください。 

13 ・ 伏見工業高校のアスベスト調査については、

優先交渉事業者選定以降にアスベスト検体採

取は可能でしょうか。 

・ NO.11⑵の回答を確認してください。 

14 ・ 本敷地を一体開発するにあたり、敷地南側道

路（深草緯 23 号線）に面して非住宅を開発し

た場合、敷地が接する範囲は 9ｍ、敷地が接す

る範囲外は 9ｍと記載されておりますが、東高

瀬にかかる高瀬稲荷人道橋と高瀬稲荷橋に関

して、合計して 9ｍ道路としてみなしていただ

けますか？また 9ｍない箇所も、小区間（250

ｍ）で通行上支障ない 6ｍ道路としてみなして

よろしいでしょうか？ 

・ 都市計画法に基づく開発許可に係る道路の基準について

は、所管部署に確認いただきますようお願いします。 

 

（所管部署） 

京都市都市計画局都市景観部開発指導課（℡：075-222-

3558） 



15 ⑴ 高瀬川沿いに電柱が並んでおり、一部の電柱

について、敷地内から支柱で支えているように

見受けられます。こちらにつきましては、撤去

可能でしょうか？ 

⑵ また貴市にて把握されている越境物があれ

ばご教授ください。 

⑴ ご指摘のとおり、敷地外の電柱を敷地内から支える形で

支柱が越境しております。本支柱については、教育委員会

が関西電力に使用許可をしておりますが、現在、撤去につ

いて協議中です。第 2 回回答時（令和 5 年 7 月 21 日）に

は協議結果について回答予定です。 

⑵ 現時点では、その他越境物については把握しておりませ

ん。 

16 ・ 東高瀬川護岸の上載荷重の基準（5KN/㎡等）

についてご教示願います。また護岸沿いの土地

利用についての制限があればご教示願います。 

・ 東高瀬川については、京都府の所管部署に確認いただき

ますようお願いします。 

 

（所管部署） 

京都府京都土木事務所（℡：075-701-0124） 

17 ・ 開発面積が１ha を超える為、重要開発調整

池の設置が必要と認められた場合には、「重要

開発調整池に関する技術的基準 同解説」に基

づき、許容放流量、洪水調整容量等を算定する

必要があると考えます。算定に必要となる放流

先河川におけるネック地点、そこでの流下能

力、それより上流の流域面積等、諸元、数値の

情報があれば開示願います。 

・ 重要開発調整池の設置につきましては、京都府の所管部

署に確認いただきますようお願いします。 

 

（所管部署） 

京都府京都土木事務所（℡：075-701-0124） 

18 ・ 京都市立京都奏和高等学校建設時の工事車

両運行計画について、開示願います。施工時に

西側の稲荷橋を工事車両が通行されていた場

合は、工事車両（生コン車、ダンプカー、トレ

ーラー等）の通行用に橋の補強などは実施され

ましたでしょうか。 

・ 工事車両は、「工事車両運搬経路図」（別紙１）のとおり、

竹田街道から進入し、敷地内に出入りしていました。 

作業時間は、原則として、午前８時３０分から午後５時

３０分までとし、準備や片付けなど騒音等を伴わない作業

は、午前８時００分から午後６時００分としていました。 

大型車両による搬出入のための通行は、午前８時３０分

から午後５時００分の間としていました。 

作業日は月曜日から土曜日とし、原則、日曜日・祝日（お

盆、年末年始を含む）は休業日としていました。 

工事車両の通行に伴う稲荷橋の補強、路面の強化などは

行っておりません。 

なお、京都奏和（新定時制単独）高等学校新築工事時に

は、警察、関係部署とも協議し、安全面、渋滞面を十分に

留意した上で、稲荷橋を５０トンのラフタークレーンが通

行しておりました。 

19 ・ 敷地南西部の稲荷橋の耐圧荷重を開示願い

ます。 

・ 稲荷橋は 1927 年に架設されており、設計荷重は不明で

す。 

工事期間中の特殊車両の運行については、所管部署への

事前相談及び許可申請が必要となります。 

 

（所管部署） 

京都市建設局土木管理部道路明示課（℡：075-222-3566） 

20 ・ 敷地南側道路における歩行空間の確保など

の道路交通事情に関するこれまでの経過や現

況を踏まえ、歩行者の安全確保や渋滞緩和等に

ついて十分に配慮した計画とありますが、これ

までの経緯（本件地南側道路沿いの歩道状空地

の整備経緯）をご教授いただけますか？ 

・ 敷地南側道路については、歩行者・車両ともに通行量が

多いことから、住民からの要望を受け、令和３年には正門

から西側約 70m の範囲で、ブロック塀の安全対策時にあ

わせて 0.5m～1.5m 程度セットバックしてフェンスに更新

することで、歩行空間の確保を行っています。 

今回の活用では大規模な開発を伴うことから、周辺の道

路交通環境には必ず影響が生じると考えております。前述

のような経過や現況を十分に調査した上で、歩行者の安全

通行や渋滞緩和等について十分に配慮した計画としてく

ださい。 



21 ・ 工事車輌の通行ルートに関し、地元との取り

決め等はございますか。取り決め等がある場合

はその内容を開示願います。 

・ 工事車両の通行ルートに関しては、現時点では取決め等

はございませんが、優先交渉事業者の決定後、事業者側で

地元協議を進めていただくこととなります。 

22 ・ 本事業の事業者募集実施に関して、近隣住

民の方や事業者または町会や管理組合等から

口頭・その他書面に関わらず何らかの取り決

めや要望等は出されておりますでしょうか。 

・ これまで、工事期間中及び街区形成後における歩行者の

安全通行や渋滞緩和のほか、地域活動への参画などの地域

コミュニティの活性化に関する意見がありました。 

提案いただいた活用計画の実施に当たっては、地元の御

理解を得ながら、進めていただくこととなります。 

23 ・ 10 年間の買戻し特約について、集合住宅・戸

建に関して、エンドユーザーの引渡前に買戻し

特約を抹消いただけると記載ありますが、業務

用建物に関して、開発後に事業者のグループ会

社がアセットマネジメント業務を努める不動

産ファンド若しくは私募 REIT への売却を行

うスキームが想定されますが、建物の完成と転

売制限以上の事業の実施をお示しさせていた

だければ、買戻し特約を抹消いただけますか？ 

・ 事業の実施に支障がないもので、事業の継続性が保証さ

れるのであれば認める余地はありますが、具体的には、優

先交渉事業者の決定以後に詳細な協議を行い、判断するこ

ととなります。 

なお、提案内容に基づき審査をするため、将来的に、グ

ループ会社への売却等が想定される場合は、実現性の高い

活用計画とするため、可能な範囲で具体的に様式へ記載し

てください。 

24 ・ 所有権移転日から起算して１０年間は、所有

権移転行為（転売行為）はできないことになっ

ていますが、グループ関連会社との取引であれ

ば、問題ないでしょうか。その場合は、理由書

の申請が必要でしょうか。 

・ NO.23 の回答をご確認ください。 

25 ・ 公園の管理委託を運営会社で受けることが

出来ますでしょうか？ 

・ 開発行為に関する工事により設置された公園について

は、原則、京都市の管理に属するものとなります。 

  京都市の公園の管理運営については、所管部署に確認い

ただきますようお願いします。 

 

（所管部署） 

京都市建設局みどり政策推進室（℡:075-222-4113） 

○ 京都市脱炭素先行地域計画・交付金に関すること 

NO. 質問内容 回答 

26 ⑴ 京都市脱炭素先行地域計画提案書ｐ33 に記

載のある令和 9 年度の補助金⑦に関して、102

箇所は 戸建 100 箇所、分譲マンション 1 箇所、

業務用建物１ケ所、合計 102 箇所という意味で

しょうか？ 

⑵ 仮に分譲マンションにおいて 420KW設置で

きた場合の補助金支給額は、222,800 千円

×420kw/1260ｋｗ≒74,266 千円となります

か？補助金算定基準をお示しください。 

⑴ お見込のとおりです（戸建て 100 戸、集合住宅 1 箇所、

業務用建物１箇所）。 

⑵ 京都市脱炭素先行地域計画に記載している交付金必要

額の算定基準は、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進

交付金実施要領（令和４年７月１日環地域事発第 2207012

号改正）」（別紙２）に記載のとおりです。 

各事業において事業者に交付する補助金額は、同要領で

定める各交付対象事業の「交付率等」のとおり算定する予

定です。 

なお、京都市脱炭素先行地域計画を変更する場合、選定

した優先交渉事業者の提案内容に基づき、京都市と協議の

うえ、京都市が同計画の変更計画を作成し、その内容が環

境省に認められれば補助対象とできる可能性があります。 

ただし、本事業に係る補助金額の合計の上限額は、原則

として、京都市脱炭素先行地域計画提案書で見込んでいる

本事業に係る交付金必要額の合計までを想定しています。 

27 ・ 京都市脱炭素先行地域計画提案書ｐ33 に記

載のある令和 9 年度の補助金⑮に関して、補助

・ NO.26⑵の回答をご確認ください。 



率は事業の分類や延面積に応じて決まると思

いますが、補助金算定基準をお示しいただけま

すか？ 

28 ・ 京都市脱炭素先行地域計画提案書ｐ34 に記

載のある令和 9 年度の補助金⑲に関して、仮に

分譲マンション 300 戸にハイブリッド給湯器

もしくはエネファームを全戸設置した場合、事

業者に支給される補助金総額は 200,000 千円

となりますか？仮に分譲マンションの戸数を

300 戸を上回った場合は戸数増分に応じて補

助金は支給されますか？ 

・ NO.26⑵の回答をご確認ください。 

29 ・ 京都市脱炭素先行地域計画提案書ｐ34 に記

載のある令和 9 年度の補助金⑳に関して、10

件で 10,000 千円とありますが、仮に業務用建

物に３台の EV を導入した場合、台あたり

1,000 千円×3 台＝3,000 千円が事業者に支給

されますか？ 

・ NO.26⑵の回答をご確認ください。 

30 ⑴ 活用計画の履行について、同補助金の事業終

期が令和９年度末となっており、補助対象設備

の導入完了させる必要がありますが、令和 10

年（2028 年）3 月末までに提案する建物の検査

済書を取得が条件という理解でよろしいでし

ょうか？ 

⑵ 補助金を見込んだ事業になりますので、仮に

不可抗力により事業が遅延し、令和 9 年度の建

物完成が不可となった場合の、補助金の取り扱

いについてご教授ください。 

⑴ 本市で創設する京都市脱炭素先行地域づくり事業補助

金（仮）の交付を受けるには、令和 10 年（2028 年）3 月

末までに、本市からの補助金の交付が完了している必要が

あります。また、執行団体による補助を想定していること

から、執行団体における審査等に期間を要するため、事業

完了のうえ、実績報告書を遅くとも２月頃までには提出い

ただくことを想定しています。 

実績報告に当たり必要な書類については、環境省の二酸

化炭素排出抑制対策事業費交付金（地域脱炭素移行・再エ

ネ推進交付金）で交付対象事業ごとに定める交付要件と同

一にする予定ですが、その詳細は、優先交渉事業者の決定

後、提案内容に記載する対象設備等を踏まえ、環境省とも

協議を行いながら、制度設計していくことになります。 

⑵ 原則、事業終期は令和９年度末であるため、補助金の交

付を受けるためには、事業終期までに対象設備の導入を完

了させる必要があります。ただし、真にやむを得ない事情

により、令和９年度末までに事業が完了しないことが判明

した場合、京都市が脱炭素先行地域計画の変更計画を作成

し、その内容が環境省に認められれば、京都市会の議決を

経て、令和 10 年度末まで交付金の対象とする可能性があ

ります。 

31 ・ 「環境省の二酸化炭素排出抑制対策事業費交

付金（地域脱炭素移行・再エネ推進交付金）を

活用し、本市で創設する京都市脱炭素先行地域

づくり事業補助金（仮）の対象とする予定です。

ただし、原則、同補助金の事業終期は令和９年

度末であるため、同補助金の交付を受けるため

には、事業終期までに対象設備の導入を完了さ

せる必要があります。」とありますが対象機器

の設置完了、対象仕様の施工完了、もしくはア

プリ開発の場合はソフトの製作完了が令和９

年度末までであれば問題ないでしょうか？ 

・ NO.30⑴の回答をご確認下さい。 

32 ・ 「木の文化をはじめ市民の豊かさにつながる

都市の成長への貢献」の地域産木材の利用につ

いてですが、国の事業（交付金、補助金等）の

活用の想定はございますでしょうか。 

・ 本市で想定しているものはありませんが、事業者におい

て活用することを妨げるものではありません（本市で実施

する交付金の要件及び他に活用を予定する交付金の要件

に合致していれば活用は可能です）。 



○ 応募資格・提出書類に関すること 

NO. 質問内容 回答 

33 ・ 提案書の作成にあたり、事務遂行体制及び事

業実施実績に構成員以外のパートナー企業（設

計会社・施工会社・小売電気事業者等）の具体

名・実績を記載してもよろしいでしょうか？ 

・ 共同応募の構成員は、代表事業者と連帯して活用計画を

遂行し、それに伴う責任を負う事業者を想定しており、選

定委員会における審査の対象とし、原則、選定以降に構成

員を変更することは認めません。 

提案内容に基づき審査をするため、設計会社・施工会社・

小売電気事業者など、共同応募の構成員以外の事業者と連

携予定の場合、実現性の高い活用計画となるよう、連携・

協力に関する合意形成を図ったうえで、可能な範囲で具体

的な会社名を記載してください（場合により、参加表明等

に関する書類の提出を求める可能性があります。）。 

なお、優先交渉事業者の決定後にやむを得ない事情によ

り共同応募の構成員以外の事業者を変更する必要が生じ

た場合であっても、提案した活用計画の実現に影響のない

ようにしてください。 

34 ・ 様式 1-5 事務遂行体制について、計画段階、

整備段階、運営段階の人員及び組織体制とは、

具体的に施工会社、管理会社等の会社名の記載

が必要でしょうか。 

 その場合、記載した協力業者等が最終的に変更

となっても問題ありませんでしょうか。 

・ NO.33 の回答をご確認ください。 

 



別紙１
















































































































































